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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
熱収縮性フィルムに、熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）からなるデザイン印刷層、及
び、熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤（B）からなる接着層を積層してなる包装材
であって、
熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）が、ウレタン樹脂組成物または、ウレタン樹脂及び
塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体樹脂の混合樹脂組成物いずれかから選択される樹脂組成
物を含み、印刷インキ（Ａ）１００重量部中、イソシアネート硬化剤（Ｃ）を１～１０重
量％含み、且つ、熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤（B）１００重量部中、下記（B
1）～（B4）であることを特徴とする包装材。
　（B1）軟化点が１０５～１４０℃のポリエチレンワックスを、５～３０重量％
　（B2）エラストマーを、１０～２０重量％
　（B3）接着付与剤を、２５～４０重量％
　（B4）軟化剤を、２５～４０重量％
【請求項２】
前記ホットメルト接着剤（Ｂ）が、加熱時において粘度が５００Ｐａ・ｓとなる温度をＸ
［℃］とし、冷却時において粘度が５００Ｐａ・ｓとなる温度をＹ［℃］としたとき、Ｘ
＞ＹかつＸ－Ｙが５［℃］以上であることを特徴とする請求項１に記載の包装材。
【請求項３】
　前記温度Ｘが、９０～１２５℃であることを特徴とする請求項２に記載の包装材。
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【請求項４】
　前記温度Ｙが、８５～１１０℃であることを特徴とする請求項２または３に記載の包装
材。
【請求項５】
　前記イソシアネート硬化剤（Ｃ）がジイソシアネートおよびポリイソシアネートの変性
体からなり、かつ下記（Ｃ１）～（Ｃ２）であることを特徴とする請求項１～４いずれか
1項に記載の包装材。
（Ｃ１）ジイソシアネートがヘキサメチレンジイソシアネート（ＨＤＩ）およびイソホロ
ンジイソシアネート（ＩＰＤＩ）、から１種以上選択される
（Ｃ２）ポリイソシアネートの変性体がアダクト型および２官能プレポリマーから１種以
上選択される
【請求項６】
熱収縮性フィルムの少なくとも一方の面に、前記デザイン印刷層を有し、且つ、前記フィ
ルムの少なくとも一方の端部に前記接着層を備えたことを特徴とする請求項１～５いずれ
か1項記載の包装材。
【請求項７】
請求項１～６いずれか１項記載の包装材を物品の外周に装着する工程、
次いで、加熱することで熱収縮性フィルムを収縮させる工程を有する包装材付き物品の製
造方法。
【請求項８】
請求項７記載の包装材を装着する工程が、包装材一方の端部を、他方の端部に重ねて円筒
状包装材を形成し、当該円筒状包装材を物品の外周に装着する工程であることを特徴とす
る請求項７記載の包装材付き物品の製造方法。
【請求項９】
請求項７記載の包装材を装着する工程が、
物品に、包装材の一方の端部を貼り付ける工程と、
次に、当該物品の外周に当該包装材を巻きつけて、当該包装材の両方の端部が重なるよう
に貼り付ける工程からなることを特徴とする請求項７記載の包装材付き物品の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱収縮性フィルムに熱収縮性フィルム用印刷インキからなるデザイン印刷層
と熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤からなる接着層を積層してなる包装材および包
装材付き物品に関する。特に、本発明は、清涼飲料水、調味料，洗剤，シャンプー，食用
油，化粧品，医薬品などに使用されているガラスビン、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレ
ート）ボトル等の物品に好ましく用いられる。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ＰＥＴボトル（容器）の外周面にラベル（フィルム）を取り付けてラベル付き
ＰＥＴボトル（フィルム付きＰＥＴボトル）を製造する方法には、ストレッチラベルを用
いる方法や熱収縮ラベルを用いる方法等がある。
【０００３】
　ここで、ストレッチラベルを用いる方法は、輪ゴムの原理を利用したものである。すな
わち、ストレッチラベルは、筒状またはリング状をなしており、これを拡径するように、
引き伸ばしてＰＥＴボトルの外周側に位置させ、引張力を解除してほぼ元の形状に戻すこ
とにより、ＰＥＴボトルの外周面に密着させる。しかしながら、ストレッチラベルは、そ
の復元力が小さいため、ストレッチラベルを用いる方法は、特に、デザイン性を重視した
凸凹形状のボトル（異型ボトル）には使用できないという問題がある。
【０００４】
　一方、熱収縮ラベルを用いる方法は、熱収縮ラベルをＰＥＴボトルの外周側に位置させ
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、ヒーターや蒸気の熱で収縮させることにより、ＰＥＴボトルの外周面に密着させる。か
かる熱収縮ラベルとして、シート状（フィルム状）の熱収縮ラベルを用いる方法が検討さ
れている。シート状の熱収縮ラベル（以下、「熱収縮フィルム」と言う。）を用いる方法
では、例えば、紫外線硬化型接着剤による接着（例えば、特許文献１参照）、レーザーに
よる熱融着（例えば、特許文献２および３参照）、熱収縮性フィルム用ホットメルト接着
剤による接着（例えば、特許文献４参照）により、熱収縮フィルムをＰＥＴボトルの外周
面に取り付ける。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１６２５９９号公報
【特許文献２】特開２００８－２８４７９４号公報
【特許文献３】特開２００９－１６３２３３号公報
【特許文献４】特許５０００００４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、紫外線硬化型接着剤は、それ自体が高価である。また、紫外線硬化型接
着剤は、多官能アクリレートや光重合開始剤等を含有しているため、皮膚刺激性が高く、
作業者の環境安全性が低いという問題がある。一方、レーザーを用いた場合、熱収縮フィ
ルムを熱融着した際に、その融着部分に位置ズレが生じ易く、ラベル付きＰＥＴボトル（
包装材付き物品）の高い品質を維持することが困難である。また、レーザー照射機の騒音
が酷く、作業者の環境安全性がやはり低いという問題がある。
【０００７】
　そこで、作業者の高い環境安全性を確保しつつ低コスト化を実現するために、熱収縮フ
ィルムをホットメルト接着剤により、ＰＥＴボトルの外表面に取り付けることも検討され
ている。しかしながら、ホットメルト接着剤は、一般的に耐熱性が低く、熱収縮フィルム
の熱収縮温度で軟化することにより流動してしまう。このため、一般的なホットメルト接
着剤は、熱収縮フィルムをＰＥＴボトルの外表面に取り付けるのに使用することができな
い。
【０００８】
さらに、一般的なホットメルト接着剤は、熱収縮性フィルムに一般的なフィルム用印刷イ
ンキからなるデザイン印刷層に直接ホットメルト接着剤を塗工しようとすると、はじかれ
てしまい均一に塗工できず、基材フィルムの熱収縮時に、その重複部（貼り合わせ部）に
おける位置ズレや剥がれてしまう問題があった。
【０００９】
　本発明は、上記問題点を解決するべくなされたものであり、その目的は、コストの増大
および作業者の環境安全性の悪化を防止しつつ、良好な塗工適性を発揮し、加熱時にも流
動し難い熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤を提供することにある。
【００１０】
　また、本発明の他の目的は、ホットメルト接着剤をはじかず塗工適性を向上させること
を可能とし、かつ、擦られや接触によるデザイン層の劣化を防ぎつつ熱収縮フィルムの熱
収縮を阻害しない熱収縮性フィルム用印刷インキからなるデザイン印刷層を、熱収縮フィ
ルムに積層し基材フィルムの熱収縮時に、その重複部（貼り合わせ部）における位置ズレ
や剥がれを防止して、基材フィルムによる物品の被覆を確実に行い得る熱収縮性フィルム
に熱収縮性フィルム用印刷インキからなるデザイン印刷層と熱収縮性フィルム用ホットメ
ルト接着剤からなる接着層を積層してなる包装材および包装材付き物品を提供することに
ある。
【００１１】
　さらに、本発明の他の目的は、かかる包装材の熱収縮物により、物品を被覆してなる品
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質の高い包装材付き物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明は、熱収縮性フィルムに、熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）からなるデザイン
印刷層、及び、熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤（B）からなる接着層を積層して
なる包装材であって、
熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）が、ウレタン樹脂組成物または、ウレタン樹脂及び
塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体樹脂の混合樹脂組成物いずれかから選択される樹脂組成
物を含み、印刷インキ（Ａ）１００重量部中、イソシアネート硬化剤（Ｃ）を１～１０重
量％含み、
且つ、熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤（B）１００重量部中、下記（B1）～（B4
）であることを特徴とする包装材。
　（B1）軟化点が１０５～１４０℃のポリエチレンワックスを、５～３０重量％
　（B2）エラストマーを、１０～２０重量％
　（B3）接着付与剤を、２５～４０重量％
　（B4）軟化剤を、２５～４０重量％
【００１３】
更に、本発明は、前記ホットメルト接着剤（Ｂ）が、加熱時において粘度が５００Ｐａ・
ｓとなる温度をＸ［℃］とし、冷却時において粘度が５００Ｐａ・ｓとなる温度をＹ［℃
］としたとき、Ｘ＞ＹかつＸ－Ｙが５［℃］以上であることを特徴とする前記包装材に関
する。
【００１４】
更に、本発明は、前記温度Ｘが、９０～１２５℃であることを特徴とする前記包装材に関
する。
【００１５】
更に、本発明は、前記温度Ｙが、８５～１１０℃であることを特徴とする前記包装材に関
する。
【００１７】
更に、本発明は、前記イソシアネート硬化剤（Ｃ）が下記（Ｃ１）～（Ｃ２）であること
を特徴とする前記包装材に関する。
（Ｃ１）ジイソシアネートがＨＤＩおよびＩＰＤＩから一種以上選択される
（Ｃ２）ポリイソシアネートの変性体がアダクト型および２官能プレポリマーから一種以
上選択される
【００１８】
更に、本発明は、熱収縮性フィルムの少なくとも一方の面に、前記デザイン印刷層を有し
、且つ、前記フィルムの少なくとも一方の端部に前記接着層を備えたことを特徴とする前
記の包装材に関する。
【００１９】
更に、本発明は、前記包装材を物品の外周に装着する工程、
次いで、加熱することで熱収縮性フィルムを収縮させる工程を有する包装材付き物品の製
造方法に関する。
【００２０】
更に、本発明は、包装材を装着する工程が、包装材一方の端部を、他方の端部に重ねて円
筒状包装材を形成し、当該円筒状包装材を物品の外周に装着する工程であることを特徴と
する前記包装材付き物品の製造方法に関する。
【００２１】
前記包装材を装着する工程が、
物品に、包装材の一方の端部を貼り付ける工程と、
次に、当該物品の外周に当該包装材を巻きつけて、当該包装材の両方の端部が重なるよう
に貼り付ける工程からなることを特徴とする前記包装材付き物品の製造方法に関する。
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【発明の効果】
【００２２】
　ポリエチレンワックス、エラストマー、接着付与剤および軟化剤は、いずれも皮膚刺激
性がないか、あるいは、極めて低い化合物である。本発明では、これらの成分を用いるこ
とにより、作業者の環境安全性を向上することができる。
【００２３】
　また、本発明は、高価な紫外線硬化型接着剤ではなく、また、各前記成分も比較的安価
かつ入手も容易であるため、コストの削減を図ることができる。
【００２４】
　さらに、本発明の熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤は、各上記成分を所定の含有
量で含むことにより、例えば、加熱時と冷却時とにおいて異なる経路を辿って粘度を変化
させることができる。このため、ホットメルト接着剤は、良好な塗工適性を発揮するとと
もに、加熱時においても十分な粘度を維持することができる。
【００２５】
硬化剤は、熱収縮性の熱収縮を阻害しない化合物である。本発明では、これを用いること
により、擦られや接触によるデザイン層の劣化を防ぐことができる。
【００２６】
　このようなことから、本発明によれば、コストの増大および作業者の環境安全性の悪化
を防止することができる。また、本発明によれば、熱収縮性フィルム用印刷インキからな
るデザイン印刷層が、熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤と親和性の高い、ウレタン
樹脂組成物またはウレタン樹脂及び塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体樹脂の混合樹脂組成
物いずれかから選択される樹脂組成物を含むため、熱収縮性フィルム用ホットメルト接着
剤が塗工される際のはじきを防ぎ、基材フィルムを物品に確実に貼着することができると
ともに、基材フィルムの熱収縮時における重複部（貼り合わせ部）の位置ズレを防止して
、品質の高い包装材付き物品を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤の粘度温度曲線
【図２】包装材の１例
【図３】包装材の１例。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
まず、本発明の包装材および包装材付き物品に用いてなる熱収縮性フィルム用印刷インキ
（A）について説明する。
【００２９】
熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）は、ウレタン樹脂組成物またはウレタン樹脂及び塩
化ビニル／酢酸ビニル共重合体樹脂の混合樹脂組成物いずれかから選択される樹脂組成物
をメインバインダーとする。これらの樹脂は、熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤と
親和性が高く、ホットメルト接着剤が塗工される際のはじきを防ぐため、結果として、包
装材の接着強度の低下を防ぐことが可能となる。
【００３０】
ウレタン樹脂はその柔軟性や低結晶性から、熱履歴での応力緩和能を持つことによる包装
材における作成時の加工適性に優れ、皮膜の残留溶剤を低減でき、極性の高い溶媒に優れ
た溶解性を有する。さらに、塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体樹脂は、一般に高い顔料分
散性を有するので、デザイン印刷層の平滑性を高め、ホットメルト接着剤のはじきをさら
に押さえることが可能である。
【００３１】
ウレタン樹脂の合成法は、高分子ポリオールとジイソシアネートを必要に応じイソシアネ
ート基に不活性な溶媒を用い、また、更に必要であればウレタン化触媒を用いて１０～１
５０℃の温度で反応させ、末端にイソシアネート基を有するプレポリマーを製造し、次い
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で、このプレポリマーに鎖延長剤、末端停止剤を反応させてウレタン樹脂を得るプレポリ
マー法、あるいは、高分子ポリオールとジイソシアネートと鎖延長剤を一段で反応させて
ウレタン樹脂を得るワンショット法など公知の方法により製造することが出来る。
【００３２】
高分子ポリオールとしては、ポリエステルポリオール、ポリエーテルポリオール、アクリ
ルポリオールなどがある。本発明においては、ポリエステルポリオール、ポリエーテルポ
リオールの一種以上を使用することが望ましい。
【００３３】
ポリエステルポリオールは、末端および／または側鎖にヒドロキシル基を含有するポリエ
ステルポリオールのことで、グリコールやポリオールらのヒドロキシル基含有化合物と多
価カルボン酸、あるいはこれらの無水物とを脱水縮合または重合させて得られる。本発明
において、より具体的にはヒドロキシル基を２個含有する化合物と２価のカルボン酸から
なるポリエステルジオールが好ましい。
【００３４】
ポリエステルポリオールの合成に用いる、ヒドロキシル基含有化合物としては、エチレン
グリコール、１，２－プロパンジオール、１，３－プロパンジオール、１，３－ブタンジ
オール、ペンタンジオール、２－メチル－１，３－プロパンジオール、ネオペンチルグリ
コール、３－メチル－１，５－ペンタンジオール、ヘキサンジオール、オクタンジオール
、１，９－ノナンンジオール、２－メチル－１，８－オクタンジオール、１，４－ブチン
ジオール、２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオール、１，４－シクロヘキサ
ンジメタノール、２－ブチル－２－エチル－１，３－プロパンジオール、３－メチル１,
５ペンタンジオール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリプロピレン
グリコール、ジプロピレングリコール、が挙げられる。またグリセリン、トリメチロール
プロパン、トリメチロールエタン、１，２，６－ヘキサントリオール、１，２，４－ブタ
ントリオール、ソルビトール、ペンタエスリトールなどのヒドロキシル基を３個以上有す
る低分子ポリオールも挙げられる。
【００３５】
また、高分子量のヒドロキシル基含有化合物として、飽和または不飽和の低分子ジオール
類（２）や、酸化エチレン、酸化プロピレン、テトラヒドロフランなどの重合体または共
重合体のポリエーテルジオール類（３）等もポリエステルジオールの原料として併用する
ことができる。
【００３６】
更に、ポリエステルポリオールには、アルキル側鎖を有するヒドロキシル基含有化合物を
モノマーとして用いることが好ましい。当該ポリエステルポリオールを用いることで、ウ
レタン樹脂の結晶性が大きく下がり、且つアルキル側鎖が炭化水素で疎水的であることか
ら、ポリオレフィンフィルムへの密着性が向上する。さらに、ヒドロキシル基含有化合物
がアルキル側鎖を有さない場合に比べ、耐加水分解性が向上する。
【００３７】
ポリエステルジオールの合成に用いる多価カルボン酸モノマーとしては、アジピン酸、フ
タル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、マレイン酸、フマル酸、こはく酸、しゅう酸、マ
ロン酸、グルタル酸、ピメリン酸、スペリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、トリメリッ
ト酸、ピロメリット酸などの多価カルボン酸あるいはこれらの無水物（４）が挙げられる
。この中で、ノントルエン系溶剤への溶解性などからアジピン酸を用いることが好ましく
、多価カルボン酸モノマー中５０重量％以上使用することがさらに好ましい。
【００３８】
ウレタン樹脂に用いるポリエステルジオールの数平均分子量は、得られるウレタン樹脂の
溶解性、乾燥性、耐ブロッキング性等を考慮して適宜決定され、通常は７００～１０００
００、好ましくは１０００～６０００の範囲内とするのがよい。該数平均分子量が７００
未満であればハードセグメントの量が多くなることによる溶解性の低下に伴い印刷適性が
劣る傾向があり、他方１０００００を越えるとハードセグメントの割合が少なくなり、乾
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燥性及び耐ブロッキング性が低下する傾向がある。
【００３９】
ポリエステルジオールの酸価は１．０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であることが好ましく、０．５
ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であることがより好ましい。酸価が１．０ｍｇＫＯＨ／ｇより大きい
と、印刷インキの増粘の傾向が大きくなるためである。
【００４０】
ポリエステルジオールは、他の高分子ポリオールよりも耐ブロッキング性に優れ、さらに
ホットメルト接着剤中の可塑剤によるフィルム接着性低下を防止できるので、ポリエステ
ルポリオール合計で高分子ポリオール中の５０重量％以上用いることが好ましい。
【００４１】
高分子ポリオールとしてポリエーテルポリオールを使用することも好ましい。例えば、ポ
リエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリトリメチレングリコール、ポリ
テトラメチレングリコールなどが挙げられる。これらは、アルコールへの溶解性が優れる
ため、ポリエステル系ポリウレタンに別の溶剤溶解性を付与することができるため、多く
の用途の場合、併用することが好ましい。これらの特性を発現させ、かつ耐水性などを低
下させないために、ポリエーテルポリオール分子量は７００～３０００、高分子ポリオー
ル中の５０重量％以下とすることが好ましい。
【００４２】
ウレタン樹脂の合成に使用されるジイソシアネートとしては、ウレタン樹脂の製造に一般
的に用いられる各種公知の芳香族ジイソシアネート、脂肪族ジイソシアネート、脂環族ジ
イソシアネートなどが挙げられる。例えば、１，５－ナフチレンジイソシアネート、４，
４’－ジフェニルメタンジイソシアネート（ＭＤＩ）、４，４’－ジフェニルジメチルメ
タンジイソシアネート、４，４’－ジベンジルイソシアネート、ジアルキルジフェニルメ
タンジイソシアネート、テトラアルキルジフェニルメタンジイソシアネート、１，３－フ
ェニレンジイソシアネート、１，４－フェニレンジイソシアネート、トリレンジイソシア
ネート、ブタン－１，４－ジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソプ
ロピレンジイソシアネート、メチレンジイソシアネート、２，２，４－トリメチルヘキサ
メチレンジイソシアネート、リジンジイソシアネート、シクロヘキサン－１，４－ジイソ
シアネート、キシリレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、ジメリールジ
イソシアネート、ジシクロヘキシルメタン－４，４’－ジイソシアネート、１，３－ビス
（イソシアネートメチル）シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンジイソシアネート、ノ
ルボルナンジイソシアネート、ｍ－テトラメチルキシリレンジイソシアネート、４，４－
ジフェニルメタンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、ビス－クロロメチル－
ジフェニルメタン－ジイソシアネート、２，６－ジイソシアネート－ベンジルクロライド
やダイマー酸のカルボキシル基をイソシアネート基に転化したダイマージイソシアネート
等が挙げられる。これらのジイソシアネート化合物は単独で、または２種以上を混合して
用いることができる。
【００４３】
ウレタン樹脂の合成には鎖伸長剤を使用してもよく、例えば２－ブチル－２－エチル－１
，３－プロパンジオールの他、前記飽和または不飽和の低分子ポリオール類（１）、エチ
レンジアミン、プロピレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ジエチレントリアミン、
トリエチレンテトラミン、イソホロンジアミン、ジシクロヘキシルメタン－４，４’－ジ
アミンなどの他、２－ヒドロキシエチルエチレンジアミン、２－ヒドロキシエチルプロピ
ルジアミン、２－ヒドロキシエチルプロピレンジアミン、ジ－２－ヒドロキシエチルエチ
レンジアミン、ジ－２－ヒドロキシエチレンジアミン、ジ－２－ヒドロキシエチルプロピ
レンジアミン、２－ヒドロキシピロピルエチレンジアミン、ジ－２－ヒドロキシピロピル
エチレンジアミン、ジ－２－ヒドロキシプロピルエチレンジアミンなど分子内に水酸基を
有するアミン類も用いることが出来る。これらの鎖伸長剤は単独で、または２種以上を混
合して用いることができる。
【００４４】
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また、反応停止を目的とした末端停止剤として、一価の活性水素化合物を用いることもで
きる。かかる化合物としては例えば、１級、２級のアミノ基を有する化合物、ジ－ｎ－ブ
チルアミン等のジアルキルアミン類や水酸基を有するアミノアルコール類、エタノール、
イソプロピルアルコール等のアルコール類があげられる。更に、特にウレタン樹脂中にカ
ルボキシル基を導入したいときには、グリシン、Ｌ－アラニン等のアミノ酸を反応停止剤
として用いることができる。この中で、１級、２級のアミノ基を有するアミノアルコール
類は、末端停止剤として用いる場合、高温での反応を避けて、アミノ基のみ反応するよう
制御する必要がある。これらの末端停止剤は単独で、または２種以上を混合して用いるこ
とができる。ここで、鎖延長剤にアミノ基を用いる場合、イソシアネート基と反応してウ
レア結合を形成するため、得られる樹脂はポリウレタン／ウレア樹脂になるが、本発明に
おいては、これらの樹脂もウレタン樹脂とする。
【００４５】
さらに本発明においては、水溶性のウレタン樹脂を用いることもできる。水溶性のウレタ
ン樹脂を合成する場合には、前記高分子ポリオール、ジイソシアネート等に加えて、活性
水素基を有するアニオン性基含有化合物や、カチオン性基含有化合物及びノニオン性基有
化合物等を用いる。本発明においては、水溶性ウレタン樹脂の溶解性、塗膜物性等の観点
から、アニオン性基含有化合物を用い、必要に応じてノニオン性基含有化合物を併用する
ことが好ましい。
【００４６】
活性水素基を有するアニオン性基含有化合物としては、カルボキシル基を有する化合物が
一般に知られており、2,2-ジメチロールプロピオン酸、2,2-ジメチロールブタン酸、2-ジ
メチロール酪酸、2,2-ジメチロール吉草酸等のジメチロールアルカン酸、グルタミン、ア
スパラギン、リジン、ジアミノプロピオン酸、オルニチン、ジアミノ安息香酸、ジアミノ
ベンゼンスルホン酸等のジアミン型アミノ酸類、グリシン、アラニン、グルタミン酸、タ
ウリン、アスパラギン酸、アミノ酪酸、バリン、アミノカプロン酸、アミノ安息香酸、ア
ミノイソフタル酸、スルファミン酸などのモノアミン型アミノ酸類が挙げられる。
【００４７】
ウレタン樹脂に組み込まれたアニオン性基は、中和により塩を形成し水に溶解する。その
際に使用される中和剤としては、アンモニア、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリ
メチルアミン、トリエチルアミン、トリイソプロピルアミン、トリブチルアミン、トリエ
タノールアミン、メチルジエタノールアミン、モノエタノールアミン等が挙げられるが、
乾燥後塗膜中に残存し難く、塗膜物性を損なわないため、アンモニアが好ましい。
【００４８】
活性水素基を有するカチオン性基含有化合物としては、アミノ基、アンモニウム塩基、ス
ルホニウム塩基等を有する化合物が挙げられる。しかしながら、ウレタン樹脂に組み込ま
れたカチオン性基は、中和により水に溶解するが、中和剤にナトリウムイオン、リチウム
イオン等の無機イオンを使用せざる得ない場合が多く、塗膜乾燥後に中和剤が残存するの
で、塗膜物性の点で好ましくない。
【００４９】
ノニオン性基有化合物としては、エチレングリコールやポリエチレングリコール等のエチ
レンオキシド繰り返し単位含有合物を用いることが好ましい。ノニオン性基は水への溶解
性に乏しいため、ノニオン性基のみでウレタン樹脂を水に溶解させるのは難しいが、樹脂
の安定性、塗膜適性等を調整するために、前記のアニオン／カチオン性基含有化合物と併
用することが出来る。
【００５０】
ウレタン樹脂の中間体であるプレポリマーを製造するに当たり、高分子ポリオールとジイ
ソシアネートとの量は、ジイソシアネートのイソシアネート基のｍｏｌ数と、高分子ポリ
オールを含むジオール、ポリオールの水酸基の合計ｍｏｌ数の比であるＮＣＯ／ＯＨ比を
１．１～３．０の範囲となるようにすることが好ましい。この比が１．１より小さいとき
は十分な耐アルカリ性が得られない傾向があり、また、３．０より大きい場合には得られ
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るプレポリマーの溶解性が低下する傾向が認められる。
【００５１】
さらに、このウレタン化反応には触媒を用いることもできる。使用できる触媒としては、
例えば、トリエチルアミン、ジメチルアニリンなどの３級アミン系の触媒；スズ、亜鉛な
どの金属系の触媒などが挙げられる。これらの触媒は高分子ポリオールを含む水酸基含有
化合物に対して０．００１～１モル％の範囲で使用される。
【００５２】
上記で得られた末端にイソシアネート基を有するプレポリマーと鎖延長剤であるジオール
、ジアミン、トリオールなどとを１０～８０℃で反応させ、末端に活性水素基を含有する
ウレタン樹脂が得られる。
【００５３】
末端停止剤を用いるときには、末端停止剤と鎖延長剤とを一緒に使用して鎖延長反応を行
ってもよく、また鎖延長剤によりある程度鎖延長反応を行った後に末端停止剤を単独に添
加して末端停止反応を行ってもよい。一方、末端停止剤を用いなくても分子量のコントロ
ールは可能であるが、この場合には鎖延長剤を含む溶液中にプレポリマーを添加する方法
が反応制御という点で好ましい。
【００５４】
末端停止剤は分子量をコントロールするために用いられる。使用量が多くなると得られる
ウレタン樹脂の分子量は低くなる。これは鎖延長剤と末端停止剤のプレポリマーに対する
反応性により変化するが、一般的に、末端停止剤のアミノ基や水酸基のｍｏｌ数に対する
鎖延長剤のアミノ基や水酸基のｍｏｌ数の比は０．５～５．０の範囲が好ましい。この比
が５．０を越える場合には高分子量化するためドライラミネート適性が悪くなる傾向があ
り、０．５未満の場合には分子量ならびに初期接着力が低下する傾向が認められる。
【００５５】
また、プレポリマー中のイソシアネート基の当量に対する鎖延長剤および末端停止剤のア
ミノ基と水酸基の合計のｍｏｌ数の比は１．１～３．０、好ましくは１．５～２．０の範
囲となるようにして反応させる。この比が大きく鎖延長剤または末端停止剤の使用量が多
い場合にはこれらが未反応のまま残存し、臭気が残りやすくなる傾向がある。
【００５６】
ウレタン樹脂は、重量平均分子量が２００００から１０００００であることが好ましい。
２００００より小さいと、印刷物における耐ブロッキング性の確保が難しく、１００００
０より大きいと、溶剤への溶解性が劣ることから印刷効果の確保が難しい。
【００５７】
ウレタン樹脂の、アミン価は０．５から２０．０ｍｇＫＯＨ／ｇであることが好ましい。
アミン価が０．５より低いと、ポリオレフィン系フィルムへの接着性の確保が難しく、２
０．０より大きいと、イソシアネート系硬化剤を添加した際のインキ安定性の確保が難し
い。
【００５８】
熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）に用いられるウレタン樹脂に使用される溶剤として
は、酢酸エチル、酢酸ｎ－プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸イソブチル、プロピレング
リコールモノエチルエーテルアセテートなどのエステル系溶剤、メタノール、エタノール
、ｎ－プロパノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール等のアルコール系溶剤、ベンゼ
ン、トルエン、キシレン等の芳香族系溶剤、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソ
ブチルケトン等のケトン系溶剤、水などの公知の溶剤を、単独または複数使用できる。
【００５９】
本発明において利用可能な塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体樹脂としては、塩化ビニルモ
ノマーと酢酸ビニルモノマーを共重合して得られる。また、水酸基を有する塩化ビニル／
酢酸ビニル共重合体は、共重合において更にビニルアルコールを用いたり、酢酸ビニルの
一部をケン化することができる。水酸基を有する塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体は、塩
化ビニル、酢酸ビニルおよびビニルアルコールのモノマー比率により樹脂被膜の性質や樹
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脂溶解挙動が決定される。即ち、塩化ビニルは樹脂被膜の強靭さや硬さを付与し、酢酸ビ
ニルは接着性や柔軟性を付与し、ビニルアルコールは極性溶剤への良好な溶解性を付与す
る。本発明においては、様々な溶剤への溶解性を確保する観点から塩化ビニル／酢酸ビニ
ル共重合体樹脂は水酸基を持つことが好ましく、水酸基価は６０～１７０ｍｇＫＯＨ／ｇ
が好ましい。
【００６０】
熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）は、ウレタン樹脂またはウレタン樹脂及び塩化ビニ
ル／酢酸ビニル共重合体樹脂のいずれかから選択される樹脂、顔料、必要に応じて分散剤
、前記樹脂以外の樹脂等を併用して、公知の方法で有機溶剤中に着色剤を溶解又は分散す
ることにより製造することができる。好ましくは着色剤と樹脂、必要に応じて分散剤を使
用して顔料分散体を製造し、更に樹脂、必要な添加剤を混合、攪拌することである。
【００６１】
分散剤としては、アニオン性、ノニオン性、カチオン性、両イオン性などの界面活性剤を
使用することができる。分散剤は、インキの保存安定性の観点からインキの総重量に対し
て０．０５重量％以上、かつ、ラミネート適性の観点から５重量％以下でインキ中に含ま
れることが好ましい。さらに、０．１～２重量％の範囲で含まれることがより好ましい。
【００６２】
　熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）に使用される溶剤としては、熱収縮性フィルム用
印刷インキ（A）に用いられるウレタン樹脂で述べた溶剤を挙げることができる。
【００６３】
熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）における、印刷時に使用する希釈溶剤は、粘度を調
整して印刷効果や印刷物濃度などを制御するために、使用材料の溶解性や乾燥性を考慮し
、前述の熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）に使用される溶剤より適宜選択できる。
【００６４】
熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）は、用途や基材に応じて、様々な樹脂を併用するこ
とができる。用いられる樹脂の例としては、アクリル樹脂、ニトロセルロース樹脂、塩素
化ポリプロピレン樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、アルキッ
ド樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ロジン系樹脂、ロジン変性マレイン酸樹脂、テルペン樹脂
、フェノール変性テルペン樹脂、ケトン樹脂、環化ゴム、塩化ゴム、ブチラール、石油樹
脂、およびこれらの変性樹脂などを挙げることができる。これらの樹脂は、単独で、また
は２種以上を混合して用いることができ、その含有量は、インキの総重量に対して５～２
５重量％が好ましい。
【００６５】
熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）には、公知の無機顔料、有機顔料を使用できる。
【００６６】
無機顔料としては、酸化チタン、酸化亜鉛、硫化亜鉛、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、
酸化クロム、シリカなどが挙げられる。白インキの顔料には酸化チタンを用いることが着
色力、隠ぺい力、耐薬品性、耐候性の点から好ましい。
【００６７】
白色系以外の無機顔料としては、カーボンブラック、アルミニウム、マイカ（雲母）など
の顔料が挙げられる。アルミニウムは粉末またはペースト状であるが、取扱い性および安
全性の面からペースト状で使用するのが好ましく、リーフィングまたはノンリーフィング
を使用するかは輝度感および濃度の点から適宜選択される。
【００６８】
有機顔料としては、アゾ系、フタロシアニン系、アントラキノン系、ペリレン系、ペリノ
ン系、キナクリドン系、チオインジゴ系、ジオキサジン系、イソインドリノン系、キノフ
タロン系、アゾメチンアゾ系、ジクトピロロピロール系、イソインドリン系などの顔料が
挙げられる。藍インキには銅フタロシアニン、透明黄インキにはコスト・耐光性の点から
Ｃ． Ｉ． Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｎｏ Ｙｅｌｌｏｗ８３を用いることが好ましい。
【００６９】
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顔料は、熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）の濃度・着色力を確保するのに充分な量、
すなわち印刷インキの総重量に対して１～５０重量％の割合で含まれることが好ましい。
また、これらの顔料は単独で、または２種以上を併用して用いて行うことができる。
【００７０】
顔料分散は公知の、例えばローラーミル、ボールミル、ペブルミル、アトライター、サン
ドミルなどを用いることができる。
【００７１】
前記方法で製造されたインキ粘度は、顔料の沈降を防ぎ、適度に分散させる観点から１０
ｍＰａ・ｓ以上、インキ製造時や印刷時の作業性効率の観点から１０００ｍＰａ・ｓ以下
の範囲であることが好ましい。なお、上記粘度はトキメック社製Ｂ型粘度計で２５℃にお
いて測定された粘度である。
【００７２】
熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）は、グラビア印刷、フレキソ印刷、インクジェット
印刷などの既知の印刷方式で熱収縮フィルムに印刷することができる。好ましくはグラビ
ア印刷、フレキソ印刷である。
【００７３】
熱収縮性フィルム用インキ(A)は、用途や基材、必要な物性に応じて、イソシアネート硬
化剤を併用して使用することができる。用いられるイソシアネート硬化剤の例としては、
ジイソシアネートがヘキサメチレンジイソシアネート（ＨＤＩ）、イソホロンジイソシア
ネート（ＩＰＤＩ）、キシリレンジイソシアネート（ＸＤＩ）をあげることができる。ま
た、ポリイソシアネートの変性体がアダクト型、２官能プレポリマー型、ビゥレット型を
あげられる。熱収縮性フィルムの熱収縮の阻害の点からジイソシアネートがＨＤＩ及びＩ
ＰＤＩから選択され、ポリイソシアネートの変性体がアダクト型及び２官能プレポリマー
から選択され用いられることが望ましい。これらの硬化剤は単独で、または２種以上を混
合して用いることができ、印刷インキ（Ａ）１００重量部中、１～１０重量％が好ましい
。１０重量％より大きいと、印刷物における乾燥性の低下により耐ブロッキング性の確保
が難しい。また、デザイン印刷層が硬化しすぎて熱収縮性フィルムの熱収縮を阻害してし
まう。１重量％より小さいと、印刷物における塗膜の硬化が十分に見られない。
【００７４】
熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）を用いて印刷されたデザイン印刷等は、その厚みが
０．５～３μｍであり、用途に応じて熱収縮性フィルムの全面、あるいは一部に形成され
る。
【００７５】
次に、熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤（B）について説明する。熱収縮性フィル
ム用ホットメルト接着剤（B）は、軟化点が１０５～１４０℃のポリエチレンワックスと
、エラストマーと、接着付与剤と、軟化剤とを含んでいる。以下、接着剤の各成分につい
て説明する。
【００７６】
　＜エラストマー＞
　エラストマーは、接着剤の凝集力、ひいては接着力を向上するために用いる。このエラ
ストマーは、熱可塑性エラストマーであることが好ましい。具体的には、例えば、スチレ
ン系熱可塑性エラストマー、ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー、エチレン－酢酸ビ
ニル系熱可塑性エラストマー、ポリ塩化ビニル系熱可塑性エラストマー、ポリウレタン系
熱可塑性エラストマー、ポリエステル系熱可塑性エラストマー、ポリアミド系熱可塑性エ
ラストマー、ポリブタジエン系熱可塑性エラストマー、トランスポリイソプレン系熱可塑
性エラストマー、フッ素ゴム系熱可塑性エラストマー、塩素化ポリエチレン系熱可塑性エ
ラストマー等が挙げられる。これらの中でも、これらのうちの１種または２種以上を組み
合わせて用いることができる。これらの中でもスチレン系熱可塑性エラストマー、ポリオ
レフィン系熱可塑性エラストマー、エチレン－酢酸ビニル系熱可塑性エラストマーが好適
である。
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【００７７】
　また、熱可塑性エラストマーは、分子内に凝集力付与部位および緩和部位を有すること
がより好ましい。具体的には、例えば、スチレン系熱可塑性エラストマーが挙げられる。
スチレン系熱可塑性エラストマーは、その分子構造中に、多くの芳香族炭化水素基を有す
るため、ポリエチレンワックスとの相溶性が高いことから好ましい。
【００７８】
　スチレン系熱可塑性エラストマーは、一般的に、その分子構造に対して凝集力を付与す
るポリスチレンブロック（凝集力付与部位）と、その分子構造に対して柔軟性を付与する
中間ブロック（緩和部位：柔軟性付与部位）とを有している。スチレン系熱可塑性エラス
トマーは、これらの凝集力付与部位および柔軟性付与部位を有することでゴム弾性が得や
すくなる。スチレン系熱可塑性エラストマーにおいて、ポリスチレンブロックは、物理的
架橋（ドメイン）を形成することにより橋掛け点となる。中間ブロック（ソフトセグメン
ト）は、例えば、ポリブタジエン（Ｂ）、ポリイソプレン（Ｉ）、ポリオレフィンエラス
トマー（エチレン・プロピレン、ＥＰ）から選択され、ハードセグメントであるポリスチ
レンブロック（Ｓ）との配列の様式に応じて、直鎖状（リニアタイプ）と放射状（ラジカ
ルタイプ）とに分類される。
【００７９】
　スチレン系熱可塑性エラストマーの具体例としては、例えば、スチレン／ブタジエンブ
ロック共重合体（Ｓ－Ｂ：ジブロック）、（Ｓ－Ｂ－Ｓ：トリブロック）、スチレン／イ
ソプレンブロック共重合体（Ｓ－Ｉ：ジブロック）、（Ｓ－Ｉ－Ｓ：トリブロック）また
はスチレン／ブタジエン－イソプレンブロック共重合体（Ｓ－Ｂ・Ｉ：ジブロック）、（
Ｓ－Ｂ／Ｉ－Ｂ：トリブロック）、これらの水添物（例えば、スチレン／ブタジエン／ス
チレンブロック共重合体（ＳＢＳ）の水添物、スチレン／イソプレン／スチレンブロック
共重合体の水添物（ＳＥＰＳ））、あるいは、これらのカルボン酸変性物等が挙げられる
。なお、スチレン系熱可塑性エラストマーは、スチレンブロックを構成するスチレンの一
部が、α－メチルスチレンのような芳香族系ビニル化合物で置き換えられていてもよい。
中でも、スチレン系熱可塑性エラストマーとしては、スチレン－エチレン・ブチレン－ス
チレンブロックポリマー（ＳＥＢＳ）が好適である。スチレン－エチレン・ブチレン－ス
チレンブロックポリマーは、熱安定性が高い（熱分解し難い）ためである。
【００８０】
　エラストマーの溶融粘度は、１～１０Ｐａ・ｓ程度であることが好ましい。溶融粘度が
上記下限値未満の場合、接着剤の熱収縮温度での接着力が低くなり、熱収縮適性が低下す
る場合がある。その結果、重複部にズレや剥離が生じるおそれある。一方、溶融粘度が上
記上限値を超えると、接着剤の基材フィルムへの塗工時に、その塗工量や塗工方法等によ
っては、接着剤に擦れや糸曳きが生じやすくなる場合がある。
【００８１】
　なお、エラストマーの溶融粘度とは、エラストマーを濃度２５重量％で含有するトルエ
ン溶液の粘度を、２５℃でＢ型粘度計を用いて測定した際の値である。
【００８２】
　エラストマーの含有量は、接着剤１００重量部中、１０～２０重量％であることが必要
である。エラストマーの含有量が上記下限値未満であると、接着剤の凝集力が小さくなる
場合がある。このため、接着剤は、熱収縮温度での接着力が低くなり、基材フィルムを熱
収縮させる際の温度等によっては、熱収縮適性を有さなくなり、重複部にズレや剥離が生
じるおそれある。一方、含有量が上記上限値を超えると、接着剤の基材フィルムへの塗工
時に、その塗工量や塗工方法等によっては、接着剤に擦れや糸曳きが生じやすくなる場合
がある。
【００８３】
　＜接着付与剤＞
　接着付与剤は、接着剤の基材フィルムの裏面および表面（印刷面）対する接着性（密着
性）を向上するために用いる。この接着付与剤としては、例えば、フェノール樹脂、変性
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フェノール樹脂、テルペンフェノール樹脂、キシレンフェノール樹脂、キシレン樹脂、シ
クロペンタジエン－フェノール樹脂、脂肪族系石油樹脂、脂環族系石油樹脂、芳香族系石
油樹脂のような石油樹脂、これらに水素添加した石油樹脂、フェノール変性石油樹脂、ロ
ジンエステル樹脂、酸変性ロジン樹脂、水素添加したロジン樹脂、水素添加したロジンエ
ステル樹脂、低分子量ポリスチレン系樹脂、テルペン樹脂、水素添加したテルペン樹脂等
が挙げられ、これらのうちの１種または２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００８４】
　接着付与剤の含有量は、接着剤１００重量部中、２５～４０重量％であることが必要で
ある。ここで、接着付与剤の含有量が前記下限値未満であると、接着剤の凝集力が過剰に
なる場合がある。このため、接着剤は、熱収縮温度での接着力が低くなり、基材フィルム
を熱収縮させる際の温度等によっては、熱収縮適性を有さなくなり、重複部にズレや剥離
が生じるおそれある。一方、含有量が上記上限値を上回ると、接着剤の凝集力が小さくな
り、接着性が得られない結果、同様に、接着剤は、熱収縮適性を有さなくなる場合がある
。なお、接着付与剤の含有量を前記範囲とすることにより、接着剤は、良好な熱収縮適性
を発揮することができる。
【００８５】
　＜軟化剤＞
　軟化剤は、接着剤の接着力が、低温時に低下するのを防止するために用いる。この軟化
剤としては、例えば、鉱物油（合成オイル）類、植物油類、動物油類、パラフィン類、テ
ルペノイド類、脂肪酸類、脂肪酸エステル類、アルコール類、はちみつ、クロタミトン等
が挙げられ、これらのうちの１種または２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００８６】
　鉱物油類としては、例えば、ワセリン、プロセスオイル等が挙げられる。プロセスオイ
ルとは、ゴムや熱可塑性エラストマー等の可塑剤として一般的に用いられるオイルであり
、いわゆる石油精製等において生産されるオイルである。かかるプロセスオイルは、パラ
フィン系プロセスオイルと、ナフテン系プロセスオイルと、芳香族系プロセスオイルとに
大別される。
【００８７】
　プロセスオイルは、芳香族系炭化水素と、ナフテン系炭化水素と、パラフィン系炭化水
素との混合物である。一般に、全炭化水素に対して３０重量％以上で芳香族系炭化水素を
含むプロセスオイルは、芳香族系プロセスオイルと呼ばれ、全炭化水素に対して３５～４
５重量％でナフテン系炭化水素を含むプロセスオイルは、ナフテン系プロセスオイルと呼
ばれ、全炭化水素に対して５０重量％以上でパラフィン系炭化水素を含むプロセスオイル
は、パラフィン系プロセスオイルと呼ばれている。
【００８８】
　パラフィン系原油に対して、例えば、蒸留、水素化改質、溶剤抽出、溶剤脱ロウ等の処
理を施すことにより、パラフィン系プロセスオイル、芳香族系プロセスオイル等が分離さ
れる。ナフテン系原油に対して、例えば、蒸留、溶剤抽出等の処理を施すことにより、ナ
フテン系プロセスオイル、芳香族系プロセスオイル等が分離される。
【００８９】
　中でも、鉱物油類としては、ナフテン系プロセスオイルおよび／またはパラフィン系プ
ロセスオイルが好適である。かかる鉱物油類を含有する接着剤を用いることにより、基材
フィルムを物品から手で剥がした際に、残渣を極めて少なくすることができる。
【００９０】
　植物油類としては、例えば、オリーブ油、カルナウバロウ、米胚芽油、コーン油、サザ
ンカ油、ツバキ油、ヒマシ油、ホホバ種子油、ユーカリ葉油等が挙げられ、動物油類とし
ては、例えば、ミンク油、ミツロウ等が挙げられる。
【００９１】
　また、パラフィン類としては、例えば、流動パラフィン、パラフィン等が挙げられ、テ
ルペノイド類としては、例えば、スクワラン等が挙げられる。
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【００９２】
　また、脂肪酸類としては、例えば、ミスチル酸、ミスチル酸亜鉛、ステアリン酸、イソ
ステアリン酸、オレイン酸等が挙げられ、脂肪酸エステル類としては、例えば、ミスチル
酸イソプロピル、スリスチン酸オクチルドデシル、トリイソオクタン酸グリセリン、アジ
ピン酸ジイソプロピル、セバシン酸ジエチル、エチルヘキサン酸セチル、パルミチン酸セ
チル、パルミチン酸エチルヘキシル、パルミチン酸イソプロピル、中鎖脂肪酸トリグリセ
リド、サリチル酸エチレングリコール、ジステアリン酸グリコール等が挙げられる。
【００９３】
　さらに、アルコール類としては、例えば、オクチルドデカノール、ヘキシルデカノール
、セテアリルアルコール、セタノール、ベヘニルアルコール等が挙げられる。
【００９４】
　軟化剤の含有量は、接着剤１００重量部中、２５～４０重量％であることが必要である
。ここで、軟化剤の含有量を前記範囲とすることにより、接着剤の接着力が、低温時に低
下するのを確実に防止することできる。
【００９５】
　＜軟化点が１０５～１４０℃のポリエチレンワックス＞
　軟化点が１０５～１４０℃のポリエチレンワックスは、接着剤の熱収縮適性を向上する
ため、例えば、冷却時の粘度と加熱時の粘度との差、すなわち、Ｘ－Ｙを大きくするため
に用いる。
【００９６】
　ここで、軟化点が１０５℃未満のポリエチレンワックスを用いた場合、接着剤は、熱収
縮温度での接着力（凝集力）が低くなり、熱収縮適性を有さず、重複部にズレや剥離が生
じる。一方、軟化点が１４０℃を上回るポリエチレンワックスを用いた場合、接着剤の塗
工適性が低下し、基材フィルムへ塗工することができなかったり、擦れや糸曳きが生じる
。特に、このポリエチレンワックスの軟化点は、１１０～１３５℃程度であることが好ま
しく、１１５～１３０℃程度であることがより好ましい。これにより、接着剤は、良好な
熱収縮適性を発揮するとともに、安定的に基材フィルムに塗工することが可能となる。
【００９７】
　なお、軟化点の測定は、ＪＩＳ　Ｋ－２２０７（石油アスファルト）に規定された「６
．４軟化点試験方法（環球法）」に準拠して行うことができる。
【００９８】
　かかるポリエチレンワックスは、加熱時における発熱ピークを示す温度Ｖ［℃］と、冷
却時における吸熱ピークを示す温度Ｗ［℃］とが、Ｖ＞Ｗを満足し、かつ、ＶとＷとの差
（Ｖ－Ｗ）ができる限り大きい値を示すものが好ましい。かかるポリエチレンワックスを
用いることにより、前述したようなヒステリシス特性を示す接着剤を確実に調製すること
ができる。
【００９９】
　なお、ポリエチレンワックスの分子量（平均分子量）は、特に限定されないが、８００
～８，０００程度であることが好ましく、８５０～５，０００程度であることがより好ま
しい。
【０１００】
　ポリエチレンワックスの含有量は、接着剤１００重量部中、５～３０重量％であること
が必要である。ここで、ポリエチレンワックスの含有量を前記範囲とすることにより、ヒ
ステリシス特性がより確実に得られる。このため、接着剤は、良好な熱収縮適性を発揮す
ることができる。
 
【０１０１】
　このようなポリエチレンワックスは、例えば、ＩＣＩ法（最も代表的な方法）、ＢＡＳ
Ｆ法、ｄｕ　Ｐｏｎｔ法、Ｕｎｉｏｎ　Ｃａｒｂｉｄｅ法のような高圧法、フィリップス
法、スタンダード（インジアナ）法のような中圧法、チーグラー法のような低圧法等を用
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いて合成することができる。
【０１０２】
　以上のポリエチレンワックス、エラストマー、接着付与剤および軟化剤を、上記のよう
な配合比（重量％）で混合して、ホットメルト接着剤を調製することができる。具体的に
は、接着剤は、まず、軟化剤およびエラストマーを加熱・溶解して混合物を得た後、この
混合物に接着付与剤を完全に溶解し、その後、この混合物にポリエチレンワックスを溶解
することにより調製することができる。この際、混合物を加熱しつつ、回転数２００～５
００ｒｐｍでプロペラ式の攪拌翼を用いて攪拌することが好ましい。
【０１０３】
　各成分を所定の配合比（重量％）で含有する接着剤は、優れた凝集力を維持することに
より、良好な接着性を発揮し、基材フィルムを加熱により収縮させる際の重複部のズレや
剥離を確実に防止することができる。
【０１０４】
本発明の包装材および包装材付き物品について、さらに詳細に説明する。
【０１０５】
本発明の包装材は、熱収縮性フィルムの少なくとも一方の面に、前述の熱収縮性フィルム
用印刷インキからなるデザイン印刷層を有し、前記フィルムの左右２つ端部のうち、少な
くとも一方の端部に、熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤（B）からなる接着層を積
層したものである。
【０１０６】
例えば、図２に示すように熱可塑性フィルムの一方の面にデザイン印刷層を全体または一
部を有し（2-1）、同じ面側の一方の端部にデザイン印刷層に重なるように接着層（2-2）
が形成される場合が考えられる。
【０１０７】
更に、図３に示すように熱可塑性フィルムの一方の面にデザイン印刷層を全体または一部
を有し（3-1）、同じ面側にデザイン印刷層に重なるように熱可塑性フィルムの両端に接
着層（3-2、3-3）が形成されている。そして、図３の接着層のうち少なくとも一方が、本
願発明に係る熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤により形成されるなる接着層である
必要がある。
【０１０８】
一方、他方の接着層は、本願発明に係る熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤であって
も、その他一般的なホットメルト接着剤であっても良い。詳細は後述するが、当該接着層
は、熱可塑性フィルムに接着させるための部位ではなく、ペットボトル等の物品に直接接
着させるための部位だからである。一般的なホットメルト接着剤としては、アクリル系、
ゴム系およびウレタン系などの接着剤から選ばれ、例えば、東洋アドレ社製、再剥離型ホ
ットメルト接着剤ラベルメルトＰ－７０８Ｊ等は、接着性、リサイクル適性等の観点から
好適である。
【０１０９】
　基材フィルムとしては、例えば、延伸ポリエステル系フィルム、延伸ポリスチレン系フ
ィルム、延伸ポリオレフィン系フィルム、ポリ乳酸系フィルム、発泡ポリオレフィン系フ
ィルム、延伸ポリエステル－ポリスチレン共押出しフィルム、発泡ポリスチレン系フィル
ム等が挙げられる。
【０１１０】
　基材フィルムの形状は、特に限定されない。基材フィルムは、例えば、帯状（リボン状
）等として用いられる。
【０１１１】
　帯状の基材フィルムは、横一軸延伸フィルム、縦一軸延伸フィルム、二軸延伸フィルム
のいずれであってもよい。横一軸延伸フィルムを用いた包装材は、予め筒状に形成し、物
品の胴部の外周側に配置した後、熱収縮処理を行って包装材付き物品を製造する場合に好
適である。また、搬送方向（長手方向）に沿って熱収縮可能である一軸延伸フィルム（Ｍ
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Ｄ（Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）方向一軸延伸フィルム）を用いた包装材は、
物品の胴部の外周面に巻き付けた後、熱収縮処理を行って包装材付き物品を製造する場合
に好適である。いずれの場合も、包装材（基材フィルム）で物品を確実に被覆することが
できる。
【０１１２】
　かかる基材フィルムの延伸方向における熱収縮率は、５～８５％程度であることが好ま
しく、２０～６０％程度であることがより好ましい。このような熱収縮率を有する基材フ
ィルムを用いることにより、包装材は、熱収縮フィルムとしての効果を確実に発揮するこ
とができる。
【０１１３】
　なお、本明細書において熱収縮率とは、１００℃の温水に浸漬したときの熱収縮率であ
って、延伸方向の熱収縮率は、下記式に従って計算される。したがって、縦一軸延伸フィ
ルムは、その搬送方向に収縮するため、搬送方向に対する熱収縮率が５～８５％程度であ
ることが好ましく、横一軸延伸フィルムは、その幅方向に収縮するため、幅方向に対する
熱収縮率が５～８５％程度であることが好ましい。なお、二軸延伸フィルムの場合、いず
れかの延伸方向における熱収縮率が上記範囲内であることが好ましい。熱収縮率（％）＝
（加熱前の寸法－加熱後の寸法）／（加熱前の寸法）×１００
【０１１４】
　また、基材フィルムの平均厚さは、耐熱性、剛性、機械適性や外観等に応じて適宜設定
され、特に限定されない。具体的には、基材フィルムの平均厚さは、１０～５０μｍ程度
であることが好ましく、１０～３０μｍ程度であることがより好ましく、１５～２５μｍ
程度であることがさらに好ましい。本発明によれば、このように薄い基材フィルムであっ
ても、破断することなく、物品を確実に被覆することができる。これにより、包装材付き
物品の製造コストの低減を図ることができる。
 
【０１１５】
　なお、基材フィルムの構成材料には、必要に応じて、滑剤、充填剤、熱安定剤、酸化防
止剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、難燃剤、着色剤のような各種添加剤を添加してもよい
。また、基材フィルムの表面には、例えば、コロナ放電処理、プラズマ処理、火炎処理、
酸処理のような表面処理を施してもよい。これにより、基材フィルムの表面に対する印刷
適性を向上することができる。
【０１１６】
　なお、基材フィルムは、上記フィルムの単層フィルムに限定されず、２種類以上の上記
フィルムの積層フィルムや不織布と前記フィルムとの積層フィルムであってもよい。さら
に、基材フィルムの表面および／または裏面には、酸化珪素、酸化アルミニウム、アルミ
ニウム等の蒸着膜を設けるようにしてもよい。基材フィルムを積層フィルムとする場合、
その平均厚さは、１０～３００μｍ程度とすることが好ましい。
【０１１７】
　本発明の熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤（以下、単に「接着剤」と言うことも
ある。）は、軟化点が１０５～１４０℃のポリエチレンワックスを、１０～３０重量％と
、エラストマーを、１０～２０重量％と、接着付与剤を、２５～４０重量％と、軟化剤を
、２５～４０重量％とで含む。ポリエチレンワックス、エラストマー、接着付与剤および
軟化剤を含む接着剤は、特に、ポリエチレンワックスの作用により、固体状態から加熱し
て溶融状態とする時（加熱時）には、比較的高温においても高い粘度を維持し、一方、溶
融状態から冷却して固体状態とする時（冷却時）には、比較的低温においても低い粘度を
維持する特性（特徴）を発揮することができる。
【０１１８】
　したがって、かかる接着剤は、基材フィルムを熱収縮させる熱収縮温度において、十分
に高い粘度および凝集力を維持すること、すなわち、優れた熱収縮適性（シュリンク適性
）を発揮することができる。その結果、基材フィルムを収縮させる際に、重複部（貼り合
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わせ部）にズレや剥離が生じることを確実に防止することができる。ここで、熱収縮適性
は、熱収縮前の基材フィルムが貼り付けられた物品を、温度が９０℃に調整された湯浴に
３秒間浸漬した際に、重複部にズレや剥離が生じるか否かを確認することにより評価でき
る。
【０１１９】
　特に、各成分を上記含有量で含むことにより、接着剤の特性がより顕著に発揮される。
このような特性を接着剤が有するか否かは、接着剤が加熱時（昇温時）において所定の粘
度となる温度と、冷却時（降温時）において所定の粘度となる温度との差の程度を指標と
して判断することができる。
【０１２０】
　具体的には、加熱時において接着剤の粘度が５００Ｐａ・ｓとなる温度をＸ［℃］とし
、冷却時（降温時）において接着剤の粘度が５００Ｐａ・ｓとなる温度をＹ［℃］とした
とき、Ｘ＞ＹかつＸ－Ｙが５以上であることが好ましく、１０以上であることがより好ま
しく、１５以上であることがさらに好ましい。これにより、接着剤は、加熱時には、比較
的高温において十分に高い粘度を維持し、冷却時には、比較的低温において十分に低い粘
度をより確実に維持することができる。なお、Ｘ－Ｙの上限値は、特に限定されないが、
通常、３０程度、好ましくは２５程度、より好ましくは２０程度である。
【０１２１】
　温度Ｘは、特に限定されないが、９０～１２５℃程度であることが好ましく、９５～１
２０℃程度であることがより好ましく、１００～１２０℃程度であることがさらに好まし
い。これにより、接着剤は、加熱時において極めて高い温度においても、十分に高い粘度
を維持すること、すなわち、優れた熱収縮適性を発揮することができる。
【０１２２】
　特に、接着剤は、加熱時における９０℃での粘度が１，０００Ｐａ・ｓ以上であること
が好ましく、４，０００Ｐａ・ｓ以上であることがより好ましい。これにより、接着剤は
、より優れた熱収縮適性を発揮することができる。
【０１２３】
　一方、接着剤は、その塗工時において、十分に低い粘度を維持することができる。その
ため、塗工に際して、接着剤の基材フィルムに対する塗工量が不安定になったり、擦れや
糸曳きが生じることを防止できる。
【０１２４】
　また、温度Ｙも、特に限定されないが、８５～１１０℃程度であることが好ましく、９
０～１０５℃程度であることがより好ましく、９０～１００℃程度であることがさらに好
ましい。これにより、接着剤は、冷却時において極めて低い温度においても、十分に低い
粘度を維持すること、すなわち、優れた塗工適性を発揮することができる。
【０１２５】
　特に、接着剤は、冷却時における１１０℃での粘度が４０Ｐａ・ｓ以下であることが好
ましく、２０Ｐａ・ｓ以下であることがより好ましい。これにより、接着剤は、より優れ
た塗工適性を発揮することができる。
【０１２６】
　ここで、接着剤の冷却時および加熱時の粘度は、具体的には、レオメーターによって測
定される値である。レオメーターによれば、接着剤における粘度の温度依存性を容易に測
定可能である。なお、上記粘度は、例えば、動的粘度粘弾性測定装置（株式会社ユービー
エム社製、「Ｒｈｅｏｓｏｌ－Ｇ３０００」）を用いて測定することができる。
【０１２７】
　例えば、接着剤は、図１に示すような粘度挙動を示す。図１は、レオメーターを用いて
測定した熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤の粘度挙動を示す模式図の一例である。
なお、図１は、特定の組成の接着剤の粘度挙動を示すグラフであり、接着剤は、その組成
に応じて粘度挙動が若干変化することは言うまでもない。
【０１２８】



(18) JP 6089591 B2 2017.3.8

10

20

30

40

50

　接着剤を高温状態（溶融状態）から冷却していくと、その粘度は、Ｉの経路を辿って、
２つの変曲点Ａ、Ｂを通過して上昇する。次いで、接着剤を低温状態（固体状態）から加
熱していくと、その粘度は、ＩＩの経路を辿って、すなわち、冷却時とは異なった経路を
辿って、２つの変曲点Ｃ、Ｄを通過して下降する。このように、冷却時と加熱時の粘度挙
動が異なり（ヒステリシス（Ｈｙｓｔｅｒｅｓｉｓ）特性を示し）、それらの差が大きい
ことが、本発明のホットメルト接着剤の特徴である。このような特性（物性）を有するこ
とにより、次のような効果が得られる。
【０１２９】
　すなわち、従来の熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤では、塗工ヘッドとして、貯
留タンクから吐出口までの距離（供給路の距離）が短いタイプのものを用いた場合、ホッ
トメルト接着剤は、その温度が高い状態で、デザイン印刷層に塗工されることになる。そ
のため、熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤の温度が高過ぎ、基材フィルムが不本意
に収縮してしまう。一方、これを回避すべく、貯留タンクから吐出口までの距離（供給路
の距離）が長いタイプの塗工ヘッドを用いると、従来のホットメルト接着剤では、吐出口
に至るまでに過度に冷却されてしまう結果、吐出口から吐出する際に擦れや糸曳きが生じ
てしまい、デザイン印刷層に塗工することができない。
【０１３０】
　これに対して、本発明の熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤は、冷却時において比
較的広い温度範囲において、十分に低い粘度を維持する。このため、この接着剤は、貯留
タンクから吐出口までの距離（供給路の距離）の長短に係わらず、塗工ヘッドから確実に
吐出することができ、デザイン印刷層に良好に塗工することができる。
【０１３１】
　一方、基材フィルムを収縮させる際（加熱時）には、図１中のＩＩの経路で示されるよ
うに、接着剤は、温度が比較的高くなっても、十分に高い粘度を維持するので凝集力が高
く、良好な接着性を維持する。このため、基材フィルムが収縮しても、重複部（貼り付け
面）にズレや剥離が生じるのを確実に防止することができる。なお、従来の熱収縮性フィ
ルム用ホットメルト接着剤の粘度挙動は、冷却時および加熱時においてほぼ一致して直線
的である。このため、従来の熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤は、高温になると、
粘度が極端に低くなるので、基材フィルムを収縮させると、基材フィルムが物品から容易
に脱落する。したがって、従来の熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤は、本発明に使
用することができない。
【０１３２】
本発明の包装材は、熱収縮性フィルムの少なくとも一方の面に、前述の熱収縮性フィルム
用印刷インキ(A)からなるデザイン印刷層を有し、前記フィルムの左右２つ端部のうち、
少なくとも一方の端部に、熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤（B）からなる接着層
を積層したものである。
【０１３３】
例えば、図２に示すように熱可塑性フィルムの一方の面にデザイン印刷層を全体または一
部を有し（2-1）、同じ面側の一方の端部にデザイン印刷層に重なるように接着層（2-2）
が形成される場合が考えられる。
【０１３４】
更に、図３に示すように熱可塑性フィルムの一方の面にデザイン印刷層を全体または一部
を有し（3-1）、同じ面側にデザイン印刷層に重なるように熱可塑性フィルムの両端に接
着層（3-2、3-3）が形成されている。そして、図３の接着層のうち少なくとも一方が、本
願発明に係る熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤により形成されるなる接着層である
必要がある。
【０１３５】
一方、他方の接着層は、本願発明に係る熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤であって
も、その他一般的なホットメルト接着剤であっても良い。詳細は後述するが、当該接着層
は、熱可塑性フィルムに接着させるための部位ではなく、ペットボトル等の物品に直接接
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着させるための部位だからである。一般的なホットメルト接着剤としては例えば、アクリ
ル系接着剤、ゴム系接着剤、ウレタン系接着剤のような溶剤系または水系の接着剤のうち
の１種または２種以上を組み合わせて用いることもできる。
【０１３６】
ホットメルト接着剤を熱収縮フィルムまたはデザイン印刷層に塗工して接着層を形成する
ためには、熱収縮性フィルムに直接塗工する方法、ホットメルト接着剤を剥離シートに塗
工したものを、熱収縮性フィルムに転写する方法（以下、転写塗工ともいう）がある。本
発明においては後者が好ましい。
【０１３７】
直接塗工する方法としては、スリット塗工、カーテンスプレー、スパイラルスプレー、ド
ットまたはビード方式による塗工が好ましく、スリット塗工がより好ましい。
【０１３８】
転写塗工する方法としては、ロール塗工、スリット塗工が好ましい。具体的には、例えば
、ハンドアプリケーターを用いてホットメルト接着剤を剥離シートに塗工した後、形成し
た接着層を熱収縮性フィルムまたはデザイン印刷層に転写できる。
【０１３９】
ホットメルト接着剤は、１３０～２００℃に加熱し、溶融させて塗工することが好ましい
。そして、塗工温度は、９０～１５０℃が好ましく、１１０～１４０℃がより好ましい。
塗工温度が９０℃未満の場合ホットメルト接着剤の粘度が高く安定に得することが難しい
。一方、１５０℃以上の場合、塗工時熱収縮フィルムが収縮してしまう。
【０１４０】
接着層の厚みは１０～２００μｍが好ましい。またＰＥＴボトルを包装する場合は、１０
～２００ｇ／ｍ2がより好ましい。
【０１４１】
また、接着層の幅は、１～１００ｍｍが好ましく、３～１００ｍｍが好ましい。なお、接
着層の幅とは、接着層の、包装材を物品に巻きつける方向における長さである。
【０１４２】
なお前記の方法（２）において、物品と包装材の端部を予め貼り付けておくための接着剤
は、本願のホットメルト接着剤に限定されることは無く、各種公知の接着剤を用いること
が出来る。例えば、東洋アドレ社製、再剥離型ホットメルト接着剤ラベルメルトＰ－７０
８Ｊ等は、接着性、リサイクル適性等の観点から好適である。
【０１４３】
本発明の包装材は、物品を包装して使用することが好ましい。当該包装の態様は、物品全
体を包装することができる。また、物品の一部、例えば飲料ボトルのキャップ部分を包装
するように、物品の一部を包装することも好ましい。また、多数の物品をまとめて包装す
る、いわゆるマルチパックとして使用することも好ましい。
【０１４４】
本発明の包装材は、物品に装着し、加熱することで、包装材付き物品を製造できる。すな
わち、物品の外周に包装材を装着する工程、次いで、加熱することで熱収縮性フィルムを
収縮させる工程を有することが好ましい。
包装材を装着する方法としては、様々な方法が考え得るが、代表的な方法として、下記が
例示できる。
あらかじめ包装材を円筒状にし、物品に装着する方法
物品に、包装材の一方の端部を予め貼り付けておき、次いで物品の外周に当該包装材を巻
きつけて、包装材の両方の端部を重ねる方法
【０１４５】
　物品としては、例えば、清涼飲料水、ビール、ウイスキー、調味料、洗剤、シャンプー
、食用油、化粧品、医薬品などに使用される容器、ヨーグルト、プリンなどの包装に使用
されるカップ、ＣＤやＤＶＤ等のメディアやこれを収納するケース、乾電池単体のような
筒状または柱状の胴部（部分）を備える物品等が挙げられる。
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【０１４６】
　また、筒状の胴部を備える容器の具体例としては、例えば、ガラス瓶のようなガラス容
器、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）ボトルのようなプラスチック容器、紙容器等
が挙げられる。
【０１４７】
　以上、本発明の熱収縮性フィルム用印刷インキ、ホットメルト接着剤、包装材、包装材
付き物品の実施形態について説明したが、本発明は、これに限定されるものではない。本
発明の熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）および熱収縮性フィルム用ホットメルト接着
剤(B)、包装材および包装材付き物品を構成する各部は、同様の機能を発揮し得る任意の
構成のものと置換することができる。また、任意の構成物が付加されていてもよい。また
、本発明の包装材付き物品の製造方法では、任意の目的の１以上の工程が追加されてもよ
い。
【０１４８】
　また、物品は、筒状または柱状の部分を胴部に備えなくてもよい。筒状または柱状の部
分を胴部以外の部分に備える例としては、ＰＥＴボトルの口部と、この口部に装着された
蓋との組み合わせ、ワインボトルの口部と、この口部に嵌入されたコルク栓との組み合わ
せ等が挙げられる。本発明の包装材は、これらの部分に対して、例えば、改竄防止用フィ
ルムとして用いることができる。
【０１４９】
　さらに、物品は、筒状または柱状の部分を備えなくてもよく、その形状は、例えば、球
状、立方体状、直方体状、不定形状（異形状）等のいかなる形状であってもよい。
【０１５０】
　なお、本発明の熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤(B)で構成される接着部は、残
渣なく物品から取り除くことできるとともに、熱アルカリ水溶液により物品から容易に取
り除くこともできる。このため、物品がＰＥＴボトルである場合、特に、そのリサイクル
適性が向上する。換言すれば、本発明は、ＰＥＴボトルに用いるのに適している。
【０１５１】
　また、接着部は、熱収縮性フィルム用印刷インキ（A）からなるデザイン印刷層の一部
のみでなく、全体（全面）に形成するようにしてもよく、基材フィルムの裏面または表面
に散在する複数の点で構成してもよい。
【０１５２】
　さらに、包装材付き物品は、物品の一部のみならず、その全体を包装材の熱収縮物で被
覆した構成とすることもできる。
【実施例】
【０１５３】
以下、実施例をあげて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるも
のではない。なお、本発明における部および％は、特に注釈の無い場合、重量部および重
量％を表す。
【０１５４】
＜アミン価の測定方法＞
試料を０．５～２ｇ精秤する。（試料量：Ｓｇ）精秤した試料に中性エタノール（ＢＤＧ
中性）３０ｍＬを加え溶解させる。得られた溶液を０．２ｍｏｌ／Ｌエタノール性塩酸溶
液（力価：ｆ）で滴定を行なう。溶液の色が緑から黄に変化した点を終点とし、この時の
滴定量（ＡｍＬ）を用い次の（式１）によりアミン価を求めた。
（式１）　アミン価＝（Ａ×ｆ×０．２×５６．１０８）／Ｓ
【０１５５】
＜数平均分子量（Ｍｎ）、重量平均分子量（Ｍｗ）＞
ｖ数平均分子量（Ｍｎ）と重量平均分子量（Ｍｗ）の測定は、昭和電工社製ＧＰＣ（ゲル
パーミエーションクロマトグラフィー）「ＳｈｏｄｅｘＧＰＣ Ｓｙｓｔｅｍ－２１」を
用いた。ＧＰＣは溶媒に溶解した物質をその分子サイズの差によって分離定量する液体ク
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ロマトグラフィーであり、溶媒としてはテトロヒドロフラン、重量平均分子量（Ｍｎ）の
決定はポリスチレン換算で行った。
【０１５６】
＜水酸基価（ＯＨＶ）＞
共栓三角フラスコ中に試料、約１ｇを精密に量り採り、トルエン／エタノール（容量比：
トルエン／エタノール＝２／１）混合液１００ｍｌを加えて溶解する。更にアセチル化剤
（無水酢酸２５ｇをピリジンで溶解し、容量１００ｍｌとした溶液）を正確に５ｍｌ加え
、約１時間攪拌した。これに、フェノールフタレイン試液を指示薬として加え、３０秒間
持続する。その後、溶液が淡紅色を呈するまで０．１Ｎアルコール性水酸化カリウム溶液
で滴定する。
　水酸基価は次式により求めた。水酸基価は樹脂の乾燥状態の数値とした（単位：ｍｇＫ
ＯＨ／ｇ）。
　水酸基価（ｍｇＫＯＨ／ｇ）＝［｛（ｂ－ａ）×Ｆ×２８．２５｝／Ｓ］／（不揮発分
濃度／１００）＋Ｄ
　　ただし、Ｓ：試料の採取量（ｇ）
　　　　　　ａ：０．１Ｎアルコール性水酸化カリウム溶液の消費量（ｍｌ）
　　　　　　ｂ：空実験の０．１Ｎアルコール性水酸化カリウム溶液の消費量（ｍｌ）
　　　　　　Ｆ：０．１Ｎアルコール性水酸化カリウム溶液の力価
　　　　　　Ｄ：酸価（ｍｇＫＯＨ／ｇ）
【０１５７】
＜酸価（ＡＶ）＞
　共栓三角フラスコ中に試料化合物（Ｂ）を、約１ｇを精密に量り採り、トルエン／エタ
ノール（容積比：トルエン／エタノール＝２／１）混合液１００ｍｌを加えて溶解した。
これに、フェノールフタレイン試液を指示薬として加え、３０秒間保持した後、溶液が淡
紅色を呈するまで０．１Ｎアルコール性水酸化カリウム溶液で滴定した。
　乾燥状態の樹脂の値として、酸価（ｍｇＫＯＨ／ｇ）を次式により求めた。
　酸価（ｍｇＫＯＨ／ｇ）＝｛（５.６１１×ａ×Ｆ）／Ｓ｝／（不揮発分濃度／１００
）
　　ただし、Ｓ：試料の採取量（ｇ）
　　　　　　ａ：０．１Ｎアルコール性水酸化カリウム溶液の消費量（ｍｌ）
　　　　　　Ｆ：０．１Ｎアルコール性水酸化カリウム溶液の力価
【０１５８】
＜ホットメルト接着剤の粘度の測定方法＞
得られたホットメルト接着剤を、プレート型レオメーターを用いて、粘度測定を行った。
測定方法及び測定条件は下記の通りである。測定結果を表１に示す。・測定装置：動的粘
度粘弾性測定装置　Ｒｈｅｏｓｏｌ－Ｇ３０００（株式会社　ユービーエム社製
・測定モード：温度依存性
・チャック：パラレルプレート
・波形：正弦波
・パラレル直径：１９．９９ｍｍ
・キャップ：１ｍｍ
・降温粘度測定開始温度：１８０℃　　測定終了温度：　３０℃
・昇温温度測定開始温度：　３０℃　　測定終了温度：１８０℃
・降温速度：３℃／分
・昇温速度：３℃／分
・回転幅：２Ｈｚ，３ｄｅｇ
【０１５９】
＜軟化点（℃）の測定法＞
軟化点の測定は、ＪＩＳ　Ｋ－２２０７（石油アスファルト）　６．４軟化点試験方法（
環球法）に準拠して行った。
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【０１６０】
＜熱収縮性フィルム用印刷インキ（Ａ）の製造例＞
（ポリエステルジオールの合成例）
攪拌機、温度計、分水器および窒素ガス導入管を備えた丸底フラスコに、２－ブチル－２
－エチル－１，３－プロパンジオール（以下ＢＥＰＧと略す）５６．８４６部、アジピン
酸４３．１５２部、テトラブチルチタネート０．００２部を仕込み、窒素気流下に２３０
℃で縮合により生じる水を除去しながらエステル化を８時間行った。ポリエステルの酸価
が１５以下になったことを確認後、真空ポンプにより徐々に真空度を上げ反応を終了した
。これにより水酸基価５６．１ｍｇＫＯＨ／ｇ（水酸基価から算出される数平均分子量２
０００）、酸価０．３ｍｇＫＯＨ／ｇのポリエステルジオ－ルを得た。
【０１６１】
（ウレタン樹脂合成例１）
攪拌機、温度計、還流冷却器および窒素ガス導入管を備えた四つ口フラスコに、先述のポ
リエステルジオ－ル２２．２２６部、イソホロンジイソシアネート５．４３４部、酢酸エ
チル７．５００部を仕込み、窒素気流下に１２０℃で６時間反応させ、酢酸エチル７．５
００部を加え冷却し、末端イソシアネートプレポリマーの溶液４２．６６３部を得た。次
いでイソホロンジアミン２．２０３部、ジｎ－ブチルアミン０．１３８部、酢酸エチル２
０．０００部およびエタノール２０．０００部を混合したものへ、得られた末端イソシア
ネートプレポリマーの溶剤溶液４２．６６３部を室温で徐々に添加し、次に５０℃で１時
間反応させ、エタノール１５．０００部を添加し、固形分３０．０％、重量平均分子量２
４０００、アミン価４．０ｍｇＫＯＨ／樹脂１ｇのポリエステルウレタンを得た。
【０１６２】
（ウレタン樹脂合成例２）
撹拌機、温度計、還流冷却器及び窒素ガス導入管を備えた四ツ口フラスコに数平均分子量
（以下Ｍｎという）２０００のポリプロピレングリコール（ＰＰＧ２０００、日本油脂社
製）１０４１．６部、イソホロンジイソシアネート２６６．７部、２－エチルヘキシル酸
第一錫０．２５部及び酢酸エチル２００部を仕込み、窒素気流下に８５℃で３時間反応さ
せ、酢酸エチル３６６．０部を加え冷却し、末端イソシアネートプレポリマーの溶剤溶液
１８７４．６部を得た。次いでイソホロンジアミン９１．３部、ジ－ｎ－ブチルアミン１
．５４部、アミノエチルエタノールアミン６．２部、酢酸エチル１２００部、イソプロピ
ルアルコール１１２０部を混合した物に、得られた末端イソシアネートプレポリマー１５
８１．１部を室温で徐々に添加し、次に５０℃で１時間反応させ、固形分３０％、重量平
均分子量３５０００のポリエーテルウレタンを得た。
【０１６３】
（塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体樹脂の調製）
塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体樹脂（ソルバインＴＡ５Ｒ日信化学（株）製）２５部を
、酢酸エチル７５部に混合溶解させて、塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体樹脂ワニスを得
た。水酸基価１６６．３ＫＯＨｍｇ／ｇ。
【０１６４】
（インキ１）
チタニックスＪＲ－８０５（テイカ社製）３０．０部、ポリエステルウレタン２０．０部
、酢酸エチル５．０部、エタノール５．０部を撹拌混合しサンドミルで練肉した後、ポリ
エステルウレタン３０．０部、酢酸エチル５．０部、エタノール５．０部を攪拌混合し白
色印刷インキ（W１を得た。得られた白色印刷インキ（W1）１００部に、脂肪酸アマイト
゛P（花王株式会社製）を５部、Ｗ１と同一溶剤組成である酢酸エチル／エタノール混合
溶剤（重量比５０／５０）５０部を希釈溶剤として添加混合し、白色希釈印刷インキ（イ
ンキ１）を得た。
【０１６５】
（インキ２～８）
表1の仕込み比にて、インキ１と同様の操作で、白色印刷インキ（Ｗ２～８）、白色希釈
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印刷インキ（インキ２～８）を得た。なお、錬肉前後の溶剤種、溶剤量はインキ１の製造
例と同一である。なおポリイソシアネート硬化剤が入ったインキは以下の成分を用いて調
整した。本明細書において、インキ１、２、５、および６は参考例である。
 
【０１６６】
＜イソシアネート硬化剤＞
・デュラネートＤ１０１（旭化成株式会社製）（以下「Ｄ１０１」）
ジイソシアネートがＨＤＩでありポリイソシアネートの変性体が２官能プレポリマー
・マイテックＮＹ２６０Ａ（三菱化学株式会社製）（以下「ＮＹ２６０Ａ」）
ジイソシアネートがＩＰＤＩでありポリイソシアネートの変性体がアダクト型
・タケネートＤ１１０ＮＢ（三井化学株式会社）（Ｄ１１０ＮＢ）
　　　ジイソシアネートがＸＤＩでありポリイソシアネートの変性体がアダクト型
【０１６７】
【表１】

【０１６８】
熱収縮性フィルム用ホットメルト接着剤（Ｂ）に使用した原料は、以下の成分を用いて調
製した。
【０１６９】
　＜エラストマー＞
　・クレイトンＧ１６５０（クレイトンポリマー社製）（以下、「Ｇ１６５０」と略す。
）
　　　スチレン－エチレン・ブチレン－スチレンブロックポリマー（ＳＥＢＳ）
　　　ジブロック量：０％
　　　溶融粘度：８Ｐａ・ｓ
　・クレイトンＧ１６５２（クレイトンポリマー社製）（以下、「Ｇ１６５２」と略す。
）
　　　スチレン－エチレン・ブチレン－スチレンブロックポリマー（ＳＥＢＳ）
　　　ジブロック量：０％
　　　溶融粘度：１．３５０Ｐａ・ｓ
【０１７０】
　なお、溶融粘度は、エラストマー濃度２５％のトルエン溶液の２５℃での溶融粘度であ
る。また、溶融粘度の測定は、Ｂ型粘度計（東機産業社製、「ＲＢ８０Ｌ」）およびロー
ターＮｏ．３を用いて適した回転数で行った。
【０１７１】
　＜接着付与剤＞
　・ハリタックＦ（ハリマ化成社製）（以下、「ＨＡＦ」と略す。）
　　　水添ロジン
　　　酸価：１７５ｍｇＫＯＨ／ｇ
　　　軟化点：７２℃
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　・ＹＳポリスターＴ３０（ヤスハラケミカル社製）（以下、「Ｔ３０」と略す。）
　　　テルペンフェノール樹脂
　　　軟化点：３０℃
【０１７２】
　＜軟化剤＞
　・ダイアナフレシアＮ９０（出光興産社製）（以下、「Ｎ９０」と略す。）
　　　パラフィン系プロセスオイル
　・トプコＳ９７７（東洋アドレ社製）（以下、「Ｓ９７７」と略す。）
　　　ワセリン
　・リケマールＰＬ０１２（理研ビタミン社製）（以下、「ＰＬ０１２」と略す。）
　　　脂肪酸エステル
　・精製ヤシ油（市販品）（以下、「ＲＣＯ」と略す。）
　　　植物油類
　・ハイコールＫ３５０（カネダ社製）（以下、「Ｋ３５０」と略す。）
　　　パラフィン
【０１７３】
　＜ポリエチレンワックス＞
　・ポリワックス５００（ベーカー・ペトロライト社製）（以下、「ＰＷ５００」と略す
。）
　　　分子量：５００
　　　軟化点：８８℃
　　　分散度：１．０
　　　針入度：６．５
　・ポリワックス８５０（ベーカー・ペトロライト社製）（以下、「ＰＷ８５０」と略す
。）
　　　分子量：８５０
　　　軟化点：１０７℃
　　　分散度：１．０
　　　針入度：１．０
　・ポリワックス１０００（ベーカー・ペトロライト社製）（以下、「ＰＷ１０００」と
略す。）
　　　分子量：１０００
　　　軟化点：１１７℃
　　　分散度：１．０８
　　　針入度：１．０
　・ポリワックス２０００（ベーカー・ペトロライト社製）（以下、「ＰＷ２０００」と
略す。）
　　　分子量：２０００
　　　軟化点：１２８℃
　　　分散度：１．１０
　　　針入度：０．５
　・ポリワックス３０００（ベーカー・ペトロライト社製）（以下、「ＰＷ３０００」と
略す。）
　　　分子量：３０００
　　　軟化点：１３０℃
　　　分散度：１．１０
　　　針入度：０．５
　・エクセレックス４０８００（三井化学社製）（以下、「ＥＸ４０８００」と略す。）
　　　分子量：４０００
　　　軟化点：１３５℃
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　　　分散度：１．２０
　　　針入度：１．０
【０１７４】
＜熱収縮フィルム用ホットメルト接着剤（Ｂ）の製造例＞
（接着剤１）
　攪拌機を備えたステンレスビーカーに、軟化剤としてＮ９０：３５部と、エラストマー
としてＧ１６５２：２０部と、接着付与剤としてＴ３０：５部とを投入し、加熱して溶融
した。なお、この加熱は、内容物の温度が１３０℃未満１５０℃超にならないようにして
行った。
【０１７５】
　その後、攪拌を行って、均一溶融溶液を得た。溶融溶液を１５０℃未満の温度に保持し
つつ、かつ攪拌を続けながら、この溶融溶液に接着付与剤としてＨＡＦ：３５部を徐々に
添加し、その後、ポリエチレンワックスとしてＰＷ２０００：５部を添加した後、冷却し
てホットメルト接着剤を得た。
【０１７６】
　また、得られたホットメルト接着剤について、プレート型レオメーターを用いて、粘度
測定を行った。その結果、加熱時において粘度が５００Ｐａ・ｓとなる温度が１０８℃、
冷却時において粘度が５００Ｐａ・ｓとなる温度が８９℃であった。また、加熱時におけ
る９０℃での粘度が１，０００Ｐａ・ｓ、冷却時における１１０℃での粘度が８．９Ｐａ
・ｓであった。
【０１７７】
　なお、粘度の測定方法および測定条件は下記の通りである。
　・測定装置：動的粘度粘弾性測定装置（株式会社ユービーエム社製、「Ｒｈｅｏｓｏｌ
－Ｇ３０００」）
　・測定モード：温度依存性
　・チャック：パラレルプレート
　・波形：正弦波
　・パラレル直径：１９．９９ｍｍ
　・キャップ：１ｍｍ
　・降温粘度測定開始温度：１８０℃　　測定終了温度：　３０℃
　・昇温粘度測定開始温度：　３０℃　　測定終了温度：１８０℃
　・降温速度：３℃／分
　・昇温速度：３℃／分
　・回転幅：２Ｈｚ、３ｄｅｇ
【０１７８】
（接着剤２～１１）
各原料を表２に記載された通りに変更し、接着剤１と同様の方法で、接着剤２～１１を得
た。
【０１７９】
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【表２】

【０１８０】
（接着剤１２～１３）
各原料を表３に記載された通りに変更し、接着剤１と同様の方法で、接着剤１２～１３を
得た。
【０１８１】

【表３】
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【０１８２】
本明細書において、下記実施例１～１２、１５、１６、および１９は参考例である。
[実施例１]
＜印刷物の作成方法＞
ＮＢＲ（ニトリルブタジエンゴム）製のゴム硬度８０Ｈｓの圧胴、刃先の厚みが６０μｍ
（母材の厚み４０μｍ、片側セラミック層の厚み１０μｍ）のセラミックメッキドクター
ブレード、東洋プリプレス株式会社製のクロム硬度１０５０Ｈｖの電子彫刻版（スタイラ
ス角度１３０度、色インキ用：１７５線／ｉｎｃｈ、白インキ用：１７５線／ｉｎｃｈ）
、およびインキ1を、富士機械工業株式会社製グラビア印刷機にセットし、ドクター圧２
ｋｇ／ｃｍ２、印圧２ｋｇ／ｃｍ２、印刷速度６０ｍ／分、乾燥温度Ｆ６０℃の条件で、
厚さ２０μｍのＭＤ方向一軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム（東洋紡社製）に
印刷し、デザイン印刷層１を有する印刷物１を得た。
 
【０１８３】
＜包装材付き物品試験用包装材１（Ｓ１）の作成方法＞
　まず、厚さ２０μｍ、幅６０ｍｍ、長さ２５０ｍｍの大きさにカットした印刷物１を用
意した。次に、接着剤１を離型紙に１５０℃に加熱したハンドアプリケーターを用いて、
塗工量８０～１２０ｇ／ｍ2になるように塗工を行なって、塗工物を得た。次いで、塗工
物を必要な大きさに切り取り、印刷物１の印刷面側の一端部に転写し、２Ｋｇのロールを
１往復させて、接着部を形成した。これにより、包装材付き物品試験用包装材を得た。な
お、ポリエチレンテレフタレートフィルムの延伸方向における熱収縮率は、約４４％であ
った。
【０１８４】
＜塗工適正試験用包装材１（Ｔ１）の作成方法＞
塗工適性試験に際しては、包装材付き物品試験用包装材１の塗工方法とは、別の塗工方法
を用いた。具体的には、ノードソン社製メルターシリーズ３４００（スリットコーター方
式）を用い、塗工機の温度１４０℃、ホース温度１４０℃、ヘッド温度１１０℃、塗工速
度２０～１５０ｍ／ｍｉｎの条件で、印刷物１に、接着剤１を塗工した。さらに、別途、
塗工を１時間停止させ、再度塗工した。これら一連の試験サンプルを、塗工適正試験用サ
ンプル１（Ｔ１）とした。
【０１８５】
[実施例２～１８]
インキ１～８、接着剤２～１１を、表４に記載された通りに、実施例１同様の方法で印刷
、積層し、包装材付き物品試験用包装材２～１８（Ｓ２～Ｓ１８）、塗工適性試験用サン
プル２～１８（Ｔ２～Ｔ１８）を得た。
【０１８６】
[実施例１９]
ホットメルト接着剤（製品名トヨメルトP-708K、東洋アドレ社製）を１５０度に加熱し、
溶融させた。それを離型シートにハンドアプリケーターを用いて塗工厚３０μｍ、幅１５
ｍｍになるように塗工することで物品接着層を形成した。当該物品接着層を、シュリンク
適性試験用包装材１の接着層１が形成されていない他方の端部に転写し、積層することで
包装材付き物品試験用包装材１９（Ｓ１９）を得た。
実施例１９は、実施例１～１８と異なり、物品に包装材の一方の端部を予め貼り付けてお
き、次いで物品の外周に当該包装材を巻きつけて、包装材の両方の端部を重ねる方法を評
価するための実施例である。従って、塗工適性試験用サンプルは、塗工適正試験用サンプ
ル１（Ｔ１）と同一となるため作成していない。
[比較例１～２]
インキ１、接着剤１２～１３を、表４に記載された通りに、実施例１同様の方法で印刷、
積層し、包装材付き物品試験用包装材２０～２１（Ｓ２０～Ｓ２１）、塗工適性試験用サ
ンプル２０～２１（Ｔ２０～Ｔ２１）を得た。
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【０１８７】
[比較例３]
ＭＤ方向一軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム（東洋紡社製）を縦１７ｃｍ、横
２２ｃｍの大きさにカットし、当該フィルムの端部に、接着剤１を、実施例１と同様の方
法で転写することで、デザイン印刷層を有さない包装材付き物品試験用包装材２２（Ｓ２
２）、塗工適性試験用包装材２２（Ｔ２２）を得た。
【０１８８】
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【表４】

【０１８９】
表４の説明は以下の通りである。
○：該当するインキ、接着剤を印刷、積層している。
空白又は“無し”：該当するインキ、接着剤は使用していない。



(30) JP 6089591 B2 2017.3.8

10

20

30

実施例１を例に取って説明すると、インキ１を印刷した印刷物１に、接着剤１を積層した
包装材を作成している。さらに、接着剤の積層方法の違いによって、包装材付き物品試験
用包装材１（Ｓ１）、塗工適性試験用包装材１（Ｔ１）の２種類を作成している。
また、比較例３についても説明すると、印刷物は使用しておらず、ポリエチレンテレフタ
レートフィルムに接着剤１のみを積層した包装材を作成している。
【０１９０】
[包装材付き物品試験用サンプル１]
包装材付き物品試験用包装材１を、接着部１を内側にして当該接着部の全ての部分が、当
該包装材１の他方の端部に重なるように貼り合わせて円筒状の包装材加工品１を作成した
。包装材加工品１を円周２００ｍｍの円筒状のＰＥＴボトルの胴部に装着することで包装
材付き物品試験用サンプル１（ＳＳ１）を得た。
【０１９１】
[包装材付き物品試験用サンプル２～１８]
包装材付き物品試験用包装材２～１８を、試験サンプル１と同様の方法で、ＰＥＴボトル
の胴部に装着することでシ包装材付き物品試験用サンプル２～１８（ＳＳ２～ＳＳ１８）
を得た。
【０１９２】
[包装材付き物品試験用サンプル１９]
包装材付き物品試験用包装材１９の物品接着層を円周２００ｍｍの円筒状のＰＥＴボトル
の胴部に貼り付けた。次いで、当該包装材１９の接着層１の全ての部分が当該包装材１９
の他方の端部に重なるように、当該ＰＥＴボトルの外周に巻きつけることで包装材付き物
品試験用サンプル１９（ＳＳ１９）を得た。
【０１９３】
 [包装材付き物品試験用サンプル２０～２２]
包装材付き物品試験用包装材２０～２２を、試験サンプル１と同様の方法で、ＰＥＴボト
ルの胴部に装着することで包装材付き物品試験用サンプル２０～２２（ＳＳ２０～ＳＳ２
２）を得た。
【０１９４】
　各実施例および各比較例で作製された包装材付き物品試験用サンプルおよび塗工適性試
験用サンプルについて、以下の試験を行った。その試験結果を、表５に示す。
【０１９５】
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【表５】

【０１９６】
＜リサイクル適性試験＞
　包装材付き物品試験用サンプル１～２２（ＳＳ１～ＳＳ２２）を約８×８ｍｍ角に粉砕
して、フィルムが付いた状態のＰＥＴボトルのペレットとした。１，０００ｍＬの丸型フ
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ラスコに、９０℃の１．５ｗｔ％水酸化ナトリウム水溶液３６０ｇとペレット４０ｇとを
入れて、プロペラ（攪拌羽）を用いて２５０ｒｐｍで攪拌した。１５分経過後、ペレット
を含む水酸化ナトリウム水溶液をフィルターで濾過し、ペレットにホットメルト接着剤が
付着しているか否かを目視で確認し、以下の評価基準に基づいて評価した。
【０１９７】
　◎：ペレットにホットメルト接着剤が付着していなかった。
　×：ペレットにホットメルト接着剤が付着していた。
【０１９８】
　＜熱収縮適性試験＞
　得られた包装材付き物品試験用サンプル１～２２（ＳＳ１～ＳＳ２２）を９０℃に加熱
した湯浴に浸漬することで熱収縮フィルムを収縮させてポリエチレンテレフタレートフィ
ルムの重複部に剥離やズレ、熱収縮フィルムの熱収縮の阻害が生じているか否かを目視で
確認し、以下の評価基準に基づいて評価した。
【０１９９】
　◎：熱収縮フィルムの熱収縮を阻害せず重複部のズレが１ｍｍ以下であり、かつ、剥離
していなかった。
　○：熱収縮フィルムの熱収縮を阻害せず重複部のズレが２ｍｍ以下であり、かつ、剥離
していなかった。
○△：熱収縮フィルムの熱収縮を若干阻害しているが実用範囲内である。また、重複部の
ズレが１ｍｍ以下であり、かつ、剥離していなかった。
　△：熱収縮フィルムの熱収縮を阻害せず重複部のズレが２ｍｍ以下であるが、若干剥離
していた。
　×：熱収縮フィルムの熱収縮を阻害せず重複部のズレが２ｍｍを超えていたか、または
、大きく剥離していた。
【０２００】
＜塗工適性および１時間停止後の塗工適性＞
　塗工機（ノードソン社製、「メルターシリーズ３４００」）を用いて、スリットコータ
ー方式で先述したように、塗工適性試験用サンプル１～１８、２０～２２（Ｔ１～Ｔ１８
、Ｔ２０～Ｔ２２）に、塗工速度２０～１５０ｍ／ｍｉｎの速度でホットメルト接着剤を
塗工して、塗工適性を、以下の評価基準に基づいて評価した。また、ホットメルト接着剤
の塗工を１時間停止した後、再度塗工した際の塗工適性も、以下の評価基準に基づいて評
価した。なお、塗工機の温度設定を１４０℃、ホース設定温度を１４０℃、ヘッド設定温
度を１１０℃とした。
【０２０１】
　◎：ホットメルト接着剤の塗工に全く問題がなかった。
　○：ホットメルト接着剤の塗工にほぼ問題がなかった。
　△：ホットメルト接着剤を若干塗工し難かった。
　×：ホットメルト接着剤の塗工面が擦れたか、または、ホットメルト接着剤を塗工でき
なかった。
【０２０２】
＜デザイン層の耐摩擦試験＞
　学振型耐摩擦試験機を用いて、塗工適性試験用サンプル１～１８、２０～２２（Ｔ１～
Ｔ１８、Ｔ２０～Ｔ２２）のデザイン層対上質紙で、荷重２００ｇ、１００回擦った際の
インキとられを以下の評価基準に基づいて評価した。
【０２０３】
　◎：デザイン印刷層のインキ取られはなかった。
　○：デザイン印刷層のインキ取られはほとんどなかった（１０％未満）。
　△：デザイン印刷層のインキ取られがあった（１０％以上５０％未満）。
　×：デザイン印刷層のインキ取られがおおきくあった（５０％以上）。
【符号の説明】
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【０２０４】
　１　　　　　　ＰＥＴボトル
　２　　　　　　基材フィルム
　２１　　　　　重複部
　３、３’　　　接着部
　４　　　　　　包装材

【図１】

【図２】

【図３】
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